
　独立行政法人日本学生支援機構では、全国の大学、短期大学及び高等専門学校を対象に
障害のある学生（以下、「障害学生」という。）の修学支援に関する実態調査を実施している。
　平成26年度では、障害学生数は14,127人（全学生数に対する割合0.44％）で前回調査よ
り678人増加した。在籍学校数は前回調査より22校増えて833校となり、全学校数1,185校
の70.3％となっている。また、卒業者数は2,122人で、そのうち進学者は270人、就職者は1,061
人となっている。（グラフ参照）
※障害学生…… 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳を有している学生

又は健康診断等において障害があることが明らかになった学生。

調査概要及び回収状況
⑴目　　的： 障害学生の今後の修学支援に関する方策を検討する上で、全国の大学、短期

大学及び高等専門学校における障害学生の状況及びその支援状況について把
握し、障害学生の修学支援の充実に資する。

⑵対　　象： 大学（大学院、大学院大学及び専攻科を含む。）、短期大学（大学内に短期大学
部を有している場合を含む。専攻科を含む。）及び高等専門学校（専攻科を含む。）

⑶調査方法：悉皆調査
　　　　　　 各学校が日本学生支援機構のウェブサイトより調査票をダウンロード。回答

を記入後、メール添付にて提出。
⑷調査期日：平成26年５月１日現在
⑸回収状況：全学校数1,185校（前年度1,190校）（回収率100％）

「平成26年度（2014年度）大学、短期大学及び高等専門学校に
おける障害のある学生の修学支援に関する実態調査」結果の概
要について

資料：厚生労働省
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（３）地域における学習機会の提供

　障害のある子供の学校外活動や学校教育終
了後における活動等を支援するためには、地
域における学習機会の確保・充実を図るとと
もに、障害のある人が地域の人々と共に、地
域における学習活動に参加しやすいように配
慮を行う必要がある。
　文部科学省では、公民館や図書館、博物館
といった社会教育施設について、それぞれの
施設に関する望ましい基準を定めるなど、障
害の有無にかかわらず、全ての人々にとって
利用しやすい施設となるよう促している。

（４）家庭への支援等

　教育の機会均等の趣旨及び特別支援学校等
への就学の特殊事情にかんがみ、保護者の経
済的負担を軽減し、その就学を奨励するため、
就学のため必要な諸経費のうち、教科用図書
購入費、交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修
学旅行費等について、保護者の経済的負担能
力に応じて、その全部又は一部を助成する特
別支援教育就学奨励費が保護者に支給されて
いる。

５．施設のバリアフリー化の促進

　学校施設の整備については、障害のある幼
児児童生徒が支障なく学校生活を送るために
障害の種類や程度に応じたきめ細かな配慮を
行うよう、文部科学省では、学校種ごとの学
校施設整備指針において、施設の計画・設計
上の留意点を示している。このほか、学校施
設のバリアフリー化に関する基本的な考え方
や計画・設計上の留意点を示した「学校施設
バリアフリー化推進指針」を策定するととも
に、具体的な取組を事例集として取りまとめ
ている。また、報告書「災害に強い学校施設
の在り方について～津波対策及び避難所とし
ての防災機能の強化～」では、災害時に避難

所となる学校施設におけるバリアフリー化の
必要性について示している。これらの指針や
事例集等は、地方公共団体等に配布するとと
もに、研修会等を通じて普及啓発に努めている。
　さらに、公立学校施設におけるバリアフ
リー化の取組に対する支援の一つとして、エ
レベーターやスロープなどのバリアフリー化
に関する施設整備について国庫補助を行って
いる。
　また、私立の特別支援学校並びに小・中学
校の特別支援学級において、障害に適応した
教育を実施する上で必要とする設備の整備を
学校法人が行う場合に、国がその一部を補助
している。補助対象となる設備には、立体コ
ピー設備、FM等補聴設備、VOCA （音声表
出コミュニケーション支援装置）、携帯用防
犯ベル、スクールバスなどがある。

身体運動に関わる活動を行う自立活動室の整備事例

学校施設のバリアフリー化の事例（スロープの設置）
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